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災害時における一般廃棄物の収集運搬に関する協定書 
 

 

〇〇町・村（以下「甲」という。）と宮崎県環境保全事業連合会（以下「乙」という。）は、災害

発生時における一般廃棄物（し尿、浄化槽汚泥及びごみ）の収集運搬に関し、次のとおり協定を締

結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害に伴い〇〇町・村域で発生する一般廃棄物の収集運搬に関して、甲が乙

に協力を要請する場合の必要な事項を定め、災害時において迅速かつ円滑に〇〇町・村民の生活

環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この協定における用語の意義は、次に定めるところによる。 

(１) 一般廃棄物 災害時において処理をする必要が生じた、し尿（避難所等に設置された仮設

トイレから排出されるものを含む。）及び浄化槽汚泥並びにごみのことをいう。 

(２) 収集運搬区域 〇〇町・村地域防災計画において指定された避難所等の必要と認められる

もの、及び甲が生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、一般廃棄物の収集運搬が必要と

判断した区域のことをいう。 

（協力要請の内容） 

第３条 この協定により、甲が乙に協力を要請する業務は次のとおりとする。 

(１) 災害時における一般廃棄物の収集運搬に必要な車両の提供及び人員の確保 

(２) 資機材の提供 

(３) 派遣及びその他一般廃棄物の収集運搬に関する必要な措置 

(４) 仮設トイレの設置に関する技術的な支援 

(５) 甲が指定する処理施設への運搬 

(６) 前各号に伴う必要な業務 

（協力の実施） 

第４条 乙は、前条に定める業務への協力を要請されたときは、助け合いの精神に基づき、可能な

限り協力するものとする。 

２ 甲は、乙の業務が円滑に行われるよう必要な措置を講ずるものとする。 

３ 乙は、第 1項の規定にかかわらず、〇〇町・村域を含む広域市町村に及ぶ大規模災害が発生し

た場合は、宮崎県と乙が平成 19 年７月３日に締結した「災害時における一般廃棄物の収集運搬

等に関する協定書」第３条の要請を優先するものとする。 

（災害時の情報提供） 

第５条 甲及び乙は、収集運搬区域に係る共有すべき有用な情報があるときは、遅滞なく相互に情

報を共有するよう努めるものとし、業務の内容、規模及び方法等を協議するものとする。 

（協力要請の手続） 

第６条 甲は、第３条に定める業務について協力を要請するときは、別記様式第１号により乙に要

請するものとする。ただし、文書をもって要請することが困難な場合は、口頭での要請とし、後

日速やかに要請書を乙に提出するものとする。 

（実施報告） 

第７条 乙は、前条の規定による要請に基づき業務を実施したときは、別記様式第２号により甲に

報告するものとする。 
  



 

（費用の負担） 

第８条 この協定に基づく業務に要した費用は、甲が負担するものとする。 

２ 前項の費用は、第４条第１項に規定する助け合いの精神に基づき実施した業務に係る費用とし、

第７条に規定する実施報告に基づき、甲乙協議の上、決定するものとする。 

（請求及び支払） 

第９条 乙は、前条の規定による費用を書面により甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項による請求があったときは、内容を確認の上、費用を支払うものとする。 

（災害補償） 

第 10 条 乙は、乙の会員及び関係者を第 6 条の要請に基づく業務に従事させようとするときは、

労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）による保険に加入した者を充て、その者が当該

業務に従事したことにより死亡、負傷、疾病又は障害の状態となった場合は、それを補償する。 

（平常時の対応） 

第 11 条 甲及び乙は、災害の発生を想定した業務内容を事前に協議し、災害発生時の準備に努め

るものとする。 

２ 甲及び乙は、前項の準備を補完するため、災害を想定した訓練を実施することができるものと

し、訓練の内容その他必要な事項は、甲乙協議の上、別に定める。 

（連絡窓口） 

第 12 条 この協定に伴う事務は、甲においては〇〇町・村担当課名、乙においては宮崎県環境保

全事業連合会事務局を窓口とする。 

２ 甲の組織に変更が生じた場合は、前項の規定による甲の事務は、変更後の所管する組織を充て

るものとする。 

（協議） 

第 13 条 この協定に定めのない必要な事項については、その都度甲乙協議の上、定めるものとす

る。 

（有効期間） 

第 14 条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって終

了を通知しない限り、その効力は継続するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名の上、各自１通を保有するもの

とする。 

 

令和  年  月  日 

 

甲  （住所） 

 

〇〇町・村長 

 

乙  宮崎市日ノ出町２５３番地 

宮崎県環境保全事業連合会 

 

会長  


